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令和 9 年度 税制改正意見書 

 

は じ め に 

 

本意見書は、税理士法第 49 条の 11「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度

について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」との規定に基づき、

東海税理士会が所属各支部及び所属各会員に広く意見を求め、調査研究部が取りまとめ、理事会決

議を経て作成されたものである。 

具体的には、真に「公平」かつ「中立」な税負担を実現する新たな仕組み、適正な申告納税を確

保しうる環境、そして「簡素」でわかりやすい税制を構築していくことを目指す。既存の税制での

問題点に対し基本に立ち返り、より税務の現場つまり実務家としての視点を重視する。また、東海

税理士政治連盟からの意見も取り入れ、意見書の中身につき理論に加え、より実務的な観点で捉え

るようにした。 

これらを踏まえ「所得課税・消費課税・資産課税等」のバランスがとれた制度設計を行うことを

基本理念として、次の５つの視点から意見書の作成を行った。 

 

１．公平な税負担 

公平原則は税制において最大の目的規範であり、公平な税負担とは納税者がその能力に応じて負

担する税制とされる。少子高齢化がますます進展する社会状況に適合した応能原則と租税の持つ再

分配機能により公平な税負担を目指す税制が必要である。 

 

２．簡素でわかりやすい税制 

わが国は、国税を中心に申告納税制度を採用しているが、簡素とは言い難い。しかしながら公平

を追求するために、税法は複雑化してしまう傾向がある。それによって納税者が不利益を被るよう

では、税制への信頼や肯定的な姿勢を損なうこととなる。簡素とは納税者にとってわかりやすく、

支持が得られる税制とするべきである。 

 

３．適正な事務負担 

申告納税制度の下では、納税者にある程度の事務負担が求められる。少しずつ e-Tax の利便性が

向上し、申告納税事務の合理化は進んでいる。しかしながら、インボイス制度の導入、電子帳簿保

存法の適用など、税務環境の変化が著しいため、納税者の事務負担と徴税コストが必要最小限とな

るような配慮が必要である。合わせて行政側も、国税と地方税の電子化の共通対応など将来に向け

た取り組むべき課題は山積である。 

 

４．時代に適合する税制  

税制は、グローバル化・ＤＸ化・少子高齢化・働き方の多様化等の経済社会構造の変化に対応し

て、税が果たすべき役割を見据えながら、時代に適合するよう継続的に見直されることが必要であ

る。とくに立法者においては現場からの意見を取り入れ、より具体的に現代の税制の問題点を把握
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する必要があり、これを受ける納税者側も理解を深める必要がある。 

 

５．透明な税務行政 

  納税者からより一層信頼される税務行政の執行には、さらなる公平性と透明性が必要である。

納税者の利便性の向上と手続きのデジタル化を進めるため、令和 7 年 1 月から申告書・届出書など

の収受印が廃止となった。しかし、消費税の準確定申告等未だに電子申告ができない手続きもあ

り、納税者の権利を守り切れるとは言い難い。納税者の立場に立った「納税者権利憲章」の制定に

向けた議論の展開が望まれる。 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 

国税通則法関係 

 

納税義務が憲法によって国民に課せられた義務である以上、課税の公平と税務行政の公正性、透

明性は法律によって担保されなければならない。 

申告納税制度においては、時として課税権者と納税者とが法解釈をめぐって対峙関係に立つのは

不可避であって、そのために一般の行政手続とは異なる手続が必要となる。現行法制では、税務行

政手続に関する規定は国税通則法にその主たる部分を委ねる法形式を採用しているが、その国税通

則法には、従来、特に質問検査権の行使や更正といった課税権者側が能動的である部分について、

納税者を保護する手続規定が存在していなかった。これとは逆に、事後手続である不服申立等につ

いては一定の法整備がなされており、このアンバランスが税務行政を不透明なものにしていた。こ

れに対して平成 23 年度税制改正において、更正の請求期間が延長されるなどの改正がなされたが、

納税者の権利保護という観点からは、改善されるべき問題点はまだ多く、納税者権利憲章を制定す

ることが不可欠である。 

「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する

（行政手続法１）」という観点からも、税務行政手続の更なる整備が望まれる。 

 

税務行政関係 

 

情報技術化が著しい社会変化に呼応して、電子申告等の利用率を向上させていくことは、課税庁

のみならず、納税者の利便性拡大にも寄与する。近年の運用改善により、電子申告等の利用は急速

に拡大している。しかしながら、国税と地方税で重複する事務について、課税庁の税務コスト削減

と納税者の利便性向上を図ることを目的として、e-Taxと eLTAXの受付システムの一元化をはじめ、

さらなる事務の効率化、利便性向上が必要である。令和３年９月にデジタル庁が設置されたことに

よる、DX の推進により申告納税手続きが抜本的に見直されることも期待されている。一方で、相対

的に経営資源の乏しい中小企業が取り残されることがないよう配慮することも必要不可欠である。

また、申告納税手続きについて課税庁の税務コスト削減を進める際は、納税者側が申告納税の有無
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や申告日等を正確に把握できるよう、税務行政の執行面がしっかり担保されたものにならなければ

ならない。 

 

所得税・法人税共通関係 

 

わが国において、所得税及び法人税は基幹税のひとつとして、長年にわたり重要な役割を果た

してきた。しかし、現代における社会環境や経済環境に必ずしも適合せず、種々の不整合・不公平

が見受けられる。 

一方、所得税及び法人税はこれまで別々に議論されることも多かったが、最近は法人税での優

遇と所得税の負担軽減を組み合わせて国民の所得を増やすなど、両者が密接に連動した施策が取ら

れている。また、成長の果実をいかに投資と分配へ回すかという共通の目的を税制が後押ししてい

る現状がある。 

今後も「公平」「中立」「簡素」な税制を追求する基本理念のもとで、時代に適さない不整合・

不公平な制度は改正されていくべきである。 

 

所得税関係 

 

所得税は個人の所得に対する租税であり、基礎的人的控除等及び累進税率と結びつくことによ

って、担税力に即した公平な税負担を可能にするものである。 

近年の税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、給与所得控除、公的年金等

控除及び基礎控除の見直し、未婚のひとり親に対する控除及び寡婦（夫）控除の見直し等により減

税が行われてきたが、場当たり的な改正に留まっている。 

たしかに物価対策等を考えた場合、減税が一定の効果を有することから実施されるが、納税額の

ない者は恩恵をこうむることができない。そこで、納税額のあるものに対しては減税を行い、納税

額のない者に対しては同額の給付金を支給するという施策をとることが考えられる。諸外国では、

ワーキングプア対策やシングルマザーへのセーフティネット策などとして、給付付き税額控除を実

施している国は多い。わが国でもこれらを視野に入れて、格差問題の解決策として議論すべきであ

る。 

また、担税力の面から、近年多発する大規模災害の被災者に対する配慮が不十分であると考

え、被災者の状況をより考慮した税制の構築が望まれる。 

 

法人税関係 

  

法人税は、一般に公正妥当と認められる会計慣行により確定した決算に基づき、課税所得を算

定することを基本としている。しかし、企業が各種の会計処理を行う場合に、恣意的な利益調整の

排除をあまりに優先するため、法人税法上の経理要件規定が、本来あるべき企業会計処理をゆがめ

ている事例があるため、早急に見直す必要がある。 

また、法人税は現在きわめて戦略的な運用を求められている。企業は賃金引上やⅮⅩへの投資

など、生産性向上を図ることを期待されている。これについては、大企業だけでなく中小企業や零
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細企業にも恩恵を与えるような税制上の優遇措置の拡充を積極的に図らなければならない。 

 

相続税・贈与税関係 

 

相続税は、資産の集中を排除し、富を再分配する機能を有している。富の再分配機能は、世代

間・世代内格差の是正や人生の機会均等など、公平性の観点から重要な機能であると理解される。 

平成 27 年度税制改正により相続税の課税強化がなされ富の再分配が推進されているが、この結

果、多くの相続人等の税負担・事務負担が増加し、また、租税回避ともとられる過度な節税対策に

より課税の公平、中立、簡素の原則が揺らいでいるのも確かである。 

令和５年度税制改正により、相続時精算課税を選択する相続人が増加していることから、適正

な申告納税のために被相続人の過去の情報取得の簡素化を図ると共に、より使いやすく公平な税制

とすべきである。 

  

消費税関係 

 

消費税は増大する社会保障費等を賄う中核財源と位置付けられ、国の税収に占める割合は３割を

超える。その役割は大きく、国民の消費行動および企業の経済活動に直接影響を及ぼすため、国民

の関心度も高い。 

基幹となる税制は、負担者たる納税者がその公平性に納得のいく仕組みを構築し、かつ常に経済

状況をはじめとする様々な変化に迅速に適応されるべきである。そのため、この消費税について、

諸外国の税体系及び現状課題の分析も含めて、わが国にとって成熟した間接税のあり方を検討する

ことが本質的な課題といえる。 

現行の消費税は租税回避策を封じ込めるために細かな改正が行われ、複雑な体系となっている。

さらに、令和元年より導入された複数税率制度により事業者の事務負担が増えたのに加え、令和５

年より適格請求書等保存方式が導入されたため、事業者への業務負荷が膨大なものとなっている。 

消費税のあり方については、「公平」「中立」「簡素」の観点から、抜本的な見直しが必要であ

る。 

 

地方税関係 

 

地方税制においては、応益負担を基本的な理念として、地方自治体が自主的に活用可能な財源

を確保できるようにする必要がある。三位一体改革により、税源移譲は行われたものの、地方分権

は道半ばといわざるを得ない。租税特別措置による政策的・暫定的な改正ではなく、税源の普遍性

や税収の安定性などの観点から、地方自治体が主体的に課税し、受益と負担の対応関係が明確な税

制を目指して、国税を含め抜本的な税制改革を行う必要がある。 
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Ⅱ 重要な改正要望事項 

 

東海税理士会の令和 9 年度税制改正意見書の重要な改正要望事項として、消費税に関し、

次の要望事項を提案する。 

 

１．簡易課税制度については次の通り改正すること。             （新規） 

（１）簡易課税制度については、届出制を廃止し、当該課税期間における課税売上高により

選択できる制度とすること。 

【理 由】 

簡易課税制度は、小規模零細事業者の事務負担に配慮して、事務の簡素化を図るために設けら

れている。しかしながら、消費者が支払った消費税相当分の一部が事業者の手元に残ることとなる

原因の一つとなっている。 

現行の基準期間における課税売上高による判定では、当該課税期間における課税売上高が多い

事業者まで簡易課税制度を適用でき、事業者の手元に残る消費税相当分が多額となるという不都合

も生じている。 

そこで、基準期間における課税売上高により判定する届出制を廃止し、当該課税期間における

課税売上高の多寡により選択できる制度とすべきである。なお、届け出を巡って税理士に対する賠

償請求あるいは訴訟事例が多くあることは、制度自体の欠陥がある証左でもある。（消法 37） 

 

（２） 簡易課税制度の将来的な制度廃止を見据えた上で、みなし仕入れ率を引き下げ、益税

を排除すること。 

【理 由】 

ここ数年の段階的な消費税率の引き上げに伴い、益税という制度上の歪みが拡大している。 

簡易課税制度は、小規模零細事業者への事務負担に配慮して設けられた制度であるが、消費者

が支払った消費税相当分の一部が事業者の手元に残り、結果的に益税となっている。課税の公平を

図る見地から、益税はできる限り排除することが望ましい。 

また、簡易課税制度そのものも、制度が始まって以来、30 年以上経過し、適格請求書等保存方

式が導入されたことを踏まえると、将来的には簡易課税制度は廃止し、本則課税へ一本化していく

ことにより、より課税の公平を図ることができると考えられる。 

したがって、将来的な簡易課税制度廃止を見据えた上で、みなし仕入れ率を引き下げ益税を排

除することが必要である。 

 

２．消費税制自体を抜本的に見直し、小規模事業者の事務負担と税負担を考慮した、新たな

税額軽減制度を創設すること。                 （継続一部訂正）      

【理 由】 

近年度重なる消費税法の改正により法令の複雑さが増してきている。適格請求書等保存方式導

入に、さらなる宥恕規定の追加は、一般納税者のみならず、課税庁や専門家ですら判断を誤る恐れ

があり、消費税制自体を抜本的に見直すべきである。 
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本来の消費税制の意図する多段階課税方式は、すでに崩壊していると言わざるを得ず、消費者

が負担した消費税がすべて国庫に帰属するためには、最低限すべての事業者を課税事業者とし、申

告納税業務自体を簡略にせねばならない。 

しかしながら、小規模事業者への経営に対する影響を考慮しなければならないため、簡易課税

の見直し、新規の税額控除など、消費税制の体系を損なうことのない程度に軽減措置を行ない、課

税売上高が僅少でも申告納税できるような制度を創設すべきである。 

（消法２①14、５、９、９の２、10、11、12 の２、12 の３、12 の４、28、37、旧 40） 

 

３．複数税率を廃止すること。                  （継続一部修正） 

【理 由】 

令和元年 10 月、消費税率の引き上げとともに増税による痛税感と逆進性の緩和といった低所得

者対策として複数税率が導入された。しかし、逆進性の緩和については、購買力のある高所得者が

より恩恵を受けることになるため、低所得者対策としての実効性は極めて限定的である。事業者の

事務負担の増加の状態も解消されていない。経済合理性の観点から実効性のある低所得者対策をす

るためには、税制の見直しのみで手当てすべきではなく、社会保障制度の見直しも含めた抜本的な

検討が必要である。 

このようなことから、税の三原則である「公平」「中立」「簡素」を堅持するうえで複数税率は

廃止すべきである。 

 

Ⅲ 改正要望事項 

 

一 国税通則法・税務行政関係 

１．甚大な災害の発生時に納税者が各種税務手続の期限の延長を予測できる制度を整えること。            

（継 続） 

【理 由】 

近年、気候変動による自然災害は世界的にも大規模かつ頻繁に発生している。また、猛威を振る

った新型コロナウイルス感染症に至っては、長期間にわたり納税者に影響を及ぼした。さらに令和

６年１月１日に発生した能登半島地震における被害の大きさ、その発生日の特殊性により、租税の

予測可能性を著しく低下させることとなった。この場合も国税庁より、各種税務手続の期限延長に

ついて早期に発表されたが、その期日や内容の発表は時間を要することとなった。このように納税

者は災害ごとの特例の公布を待つほかなく、その期限や所得計算の内容を早期に予測することが難

しい状況にある。 

災害の種類ごとに同条が適用される要件を定めることにより、納税者が各種税務手続について十

分な準備期間を確保し、災害の規模や範囲に迷うことなく期限延長できるように整備すべきである。

（通法 11） 

２．税務行政に関する手続を整備し充実させるため、税務行政手続に関する法整備をし、納税者

権利憲章を定めること。                                                （継 続） 
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【理 由】 

申告納税制度の更なる発展のためには、納税者の正当な権利利益を保護することにより税務行

政に対する信頼を確保しなければならないが、わが国にはこれらに関する明文規定がない。 

先進諸外国においては、租税に関する納税者の権利と義務の考え方が既に確立されている。わ

が国においても課税庁は、調査等行政手続に関し説明責任を果たすことにより納税者の権利を擁護

するとともに、納税者が自らの納税義務を正しく理解できるような手続に関する法整備をすべきで

ある。さらに、課税庁は納税者にこの手続規定の周知を図るべきである。 

平成 23 年度税制改正大綱に示された「納税者権利憲章」は納税者の権利及び義務をわかりやすく

説明している。税務行政全般にわたって納税者からの信頼と理解を得ることは、より適正な申告納

税制度の実現につながることからその成立をすべきである。 

 

３．税の窓口・受付システムを一元化すること。                 （継 続） 

【理 由】 

マイナンバーカードの導入による各自治体の事務手続きが簡素化されているなか、税務行政にお

いては税務書類の申告や届出書の提出といった手続きは各所轄税務署や各自治体で行わなければな

らず、納税者にとって簡素化が進んでいない。 

各申告書類等の提出先を一元化するとともに個人情報保護に留意したうえで、行政窓口におい

て、納税証明書などの各種証明書の発行ができるようにすべきである。 

 

４．贈与税課税価格及び税額の開示を相続人の各人別に開示すること｡        （継 続） 

【理 由】 

相続税の申告をしようとする者が、他の相続人等が被相続人から受けた①相続開始前 7 年以内

の贈与又は②相続時精算課税制度適用分の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額について開示を請

求した場合、当該開示書においては、①及び②の課税価格の合計額のみが開示され、相続人ごとの

贈与税課税価格及び贈与税額は開示されない｡各相続人の負担すべき正確な税額を算定するため､当

該開示書において相続人各人別に贈与税課税価格及び贈与税額を開示すべきである。（相法 49） 

 

５．被相続人が生前提出した申告書等を閲覧する場合の要件を緩和すること。   （継 続）       

【理 由】 

死亡した個人が生前に提出した申告書等については、相続人全員が来署し、全員の氏名が記載

された閲覧申請書を提出した場合又は閲覧申請者以外の相続人全員の委任状及び印鑑証明を持参し

た一部の相続人若しくは税理士等代理人が閲覧申請書を提出した場合に限り、閲覧を認められてい

る。 

 この場合、相続人が疎遠である又は遠隔地に居住している等の理由により同時閲覧や委任状取得

が著しく困難を伴うケースがあり、適正な申告に支障が生じる可能性がある。従って、相続人のい

ずれか１人の権限で閲覧又は代理人の指定が行えるよう見直すべきである。（事務運営指針） 
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６．マイナンバーを記載した書類の提出時において、本人確認を緩和すること｡   （継 続） 

【理 由】 

マイナンバーを記載した申告書や申請書を提出する場合、その都度、本人確認（番号確認及び身

元確認）が必要となり、本人確認書類の提示又は写しを添付しなければならない。現在一部の手続

については、過去に番号法上の規定による本人確認を行った者は、番号確認書類の省略が可能であ

る。納税者の利便性も考え、この本人確認を行った者は、身元確認書類の省略も可能とすべきであ

る。（通法 124、番号法 16） 

 

７．消費税の準確定申告の電子申告を可能にすること。           （継続一部修正） 

【理 由】  

 令和２年度税制改正により、所得税の準確定申告は電子申告が可能となったが､消費税の準確定

申告は電子申告に対応されていない。消費税についても電子申告が可能となれば、書面で提出する

手間を省くことができ、実務上の利便性が向上される。令和 7 年 1 月から申告書・届出書などの収

受印が廃止となったことからも、消費税の準確定申告の電子申告を可能にすべきである。（電帳法

７、同施行規則４） 

 

８．令和４年１月から施行された電帳法７条と同施行規則４条について、現行通り書面による保

存も認めるようにすること。                    （継続一部修正） 

【理 由】 

取引情報を電磁的記録により授受した場合には、その電磁的記録を一定の方法により保存しなけ

ればならない。一定の方法とは、それらのデータのファイル名に日付、取引先、金額等を表示して

保存することのほか、Excel 等で作成した索引簿によることも認められている。 

令和５年度税制改正大綱により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができ

なかったことにつき相当の理由がある場合の宥恕規定が盛り込まれたものの、質問検査権に基づく

当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じ

ることが必要な規定となっていることから、経営資源の乏しい中小企業にとって、さらなる事務負

担を強いられる状況に変わりはない。このことを考慮し、宥恕規定によることなく恒久的に書面に

よる保存を認めるべきである。（電帳法７、同施行規則４） 

 

９．e-Tax のメッセージボックスの内容を拡充すること｡           （継続一部修正）

【理 由】 

現行制度では、納税者が過去に提出した届出書類を紛失した場合には、税務署に閲覧申請をし

なければならない。 

個人利用者についてはマイページが設定され、青色申告の届出の有無や消費税簡易課税選択届出

書など一部の書類の確認が可能となっているが、納税者の利便性向上および税務署の事務効率化、

並びに更なる e-Tax の推進を図るためには、e-Tax のメッセ－ジボックスに各種申請書、届出書の

提出状況、納税の履歴及び還付金の情報（還付加算金等）を格納し、電子申告を行った納税者がい

つでも容易に確認できるようにすべきである。 
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10．印紙税を廃止すること。                           （継 続） 

【理 由】 

印紙税は、経済取引に伴い作成される文書に流通税として課税される。その文書の背後に経済的

利益があると推定され、文書作成による取引事実の明確化、法律関係の安定化に着目されて課税さ

れている。しかし、いわゆるＩＴ書面一括法により、電子手形をはじめとして紙媒体によらない電

磁的記録は、文書と同等の法律効果を付与されているにもかかわらず、「作成」を行っていないこと

から課税の対象とされない。そのため、ペーパーレスを安定したシステムとして運用できる大企業

等と、それができない中小企業・個人事業者等との間に著しい不公平を生じている。 

スマートフォンによる電子決済など電子商取引が日々多様化している現代において、課税の公平

性を保つことが困難であることから印紙税は廃止すべきである。 

 

二 所得税・法人税共通関係 

 

１．減価償却制度を簡素化すること。                      （継 続） 

【理 由】 

減価償却制度は、度重なる税制改正によって計算方法が新旧併存となり、以後の償却計算は３種

類の計算方法を長期間併用せざるを得ない状況となっている。 

減価償却制度は大多数の事業者の所得計算に直接関係する制度であるため、できるだけ簡素な制

度が望ましく、いたずらに複雑化することは納税者の事務負担を増し、無用な混乱を招く。そのた

め、取得時期により区分されている現行の新旧併存の計算方法は、新しいものに一本化すべきであ

る。 

したがって、税法基準による新旧併存の計算方法を廃止し、改正前に取得された既存資産につい

ても、同一種類・同一用途の減価償却資産について事業者が採用する会計上の減価償却方法による

償却を認めるべきである。（法令 48、所令 120） 

 

２．少額減価償却資産に関する金額基準を統一すること。取得価額 40 万円未満の少額減価償却資

産を取得時全額損金算入又は必要経費算入とし、一括償却資産の３年償却制度及び中小企業

者等の即時償却の特例を廃止すること。                （継続一部修正）

【理 由】 

現行の少額減価償却資産については、本来の 10 万円基準と、一括償却資産の 20 万円基準、さら

に中小企業者等には特例措置としての 40 万円基準が存在し、事務処理を煩雑にしている。税制の簡

素化及び経済の活力維持を図るため、これら３つの金額基準を統一するとともに、基準金額以下の

取得資産については、企業規模を限定せずに取得時全額損金算入又は必要経費算入とすべきである。 

金額基準については、現行の少額減価償却資産の基準金額が取得価額 40 万円未満とされている

ことから、40 万円未満とすべきである。また、金額基準を統一する以上、適用対象資産の 300 万円

の上限についても廃止すべきである。（法令 133、133 の２、所令 138、139、措法 28 の２、67 の５） 
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３．親族の範囲を見直すこと。                          （継 続） 

【理 由】 

税法で多用する「親族」という文言は、民法からの借用概念で配偶者、６親等内の血族及び３親

等内の姻族（民法 725 条）を指し、明らかに広範囲である。 

所得税では「扶養」親族あるいは「生計を一にする」親族などとその範囲を限定した規定が多く、

逆に、法人税では無限定で使用される規定が多い。例えば、同族関係者の範囲は利益を共有すると

思われるグループを包括的に特定するものであるから、その範囲を配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

並びに一親等の姻族に限定した方が現代社会における親族間交流等の実態に即した取扱いとなる。 

このように、民法の親族規定を安易に援用せず、それぞれの規定の趣旨等に鑑み、その範囲を個別

に制限して現実に即した課税要件を定めることとすべきである。（法令４） 

 

４．社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する制度を廃止すること。        （継 続） 

【理 由】 

社会保険診療報酬の所得計算の特例は、昭和 29 年に社会保険医に対する所得基準の維持、所得計

算の簡素化、国民皆保険制度の定着等を目的に創設されたものである。 

この制度は、収入金額に対して段階的に概算必要経費額を計算し、経費の実額計算を省略するこ

とができることになっているが、課税の公平の立場から見ても、原則どおり記帳に基づく実額の損

益計算によるべきである。 

また、平成 23 年度税制改正において、税務調査におけるすべての課税処分に理由を付記するため

の納税者側の義務として、個人の白色申告者に記帳が義務化された。このことからも、必要経費を

概算で控除する特例が存在することは望ましくないため、早急に廃止すべきである。（措法 26、67） 

 

５．租税特別措置法上の各種特別償却及び特別控除に係る当初申告要件を廃止すること。         

（継 続） 

【理 由】 

租税特別措置法上の各種特別償却及び特別控除は、政策目的を達成するために税制面で事業者を

支援する制度であり、税額控除等の適用可能な機会をできる限り広く与えるべきである。 

平成 29 年度税制改正で見直しが行われたが、適用額の見直しが行われたにすぎず、不十分であ

る。事業者の行為が政策目的に合致するのであれば、更正の請求や修正申告においても適用を認め

ることが政策に寄与する結果となる。（措法 42 の４・６・９・10・11・11 の２・11 の３・12・12 の

２・12 の４・12 の５・12 の６・12 の７） 

 

６．電話加入権について評価損の計上を認めること。           （継続一部修正） 

【理 由】 

電話加入権は、非減価償却資産として取り扱われ減価償却が認められていない。一方、携帯電話

加入料は、電気通信施設利用権として取り扱われ減価償却が認められている。 

同じ役務を提供しているのに電話加入権は非減価償却資産として、減価償却も、評価損の計上も

認められていない。一方、携帯電話の加入料は減価償却資産とされ、減価償却を認められている。

これでは税制上公平ではなく、また携帯電話か固定電話の加入を判断する場合に中立でもなく、取
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り扱いを異にするという意味で簡素でもなく問題である。電話加入権については、価値が著しく下

落し、今後回復する見込みのないものであるから評価損の計上を認めるべきである。 

（所法２十八、十九、所令５、６、法法２二十二、二十三、法令 12 三、法令 13 八ツ、法令 68①

一ロ、三ホ） 

 

７．研究開発税制の税額控除限度超過額について５年間の繰越を認めること。   （継 続） 

【理 由】 

中小企業者の場合、脆弱な事業基盤から、研究開発を行っているが、その成果が当該事業年度に

具現化するとは限らず、税額控除の趣旨に沿った効果が発動できない可能性は高い。 

研究開発による消費の拡大を図り、経済の好循環を税制面からも支援するため、ある程度利用で

きる時期を拡大し、納税者の利用度を高めるべきである。よって、中小企業者については、税額

控除限度超過額の繰越控除期間を５年間に延長すべきである。（措法 10、措法 42 の４） 

 

８．賃上げ促進税制の繰越控除適用時の要件から、繰越控除適用年度における賃上げ要件を撤廃 

すべきである。                                 （新 規） 

【理 由】 

令和６年度税制改正により、賃上げ促進税制による税額控除額の繰越控除が認められるようにな

った。しかし、繰越控除を適用するためには、繰越控除の適用年度においても一定率以上の賃上げ

をすることが要件になっている。欠損の事業年度に賃上げをしても税額控除を受けることができな

いため、繰越控除を認めるようになったが、賃上げの継続が要件であって実効性が薄く、要件撤廃

が求められる。（措法 42 の 12 の 5） 

 

三 所得税関係 

 

１．給与所得控除額及び公的年金等控除額について、より実態的な担税力を反映する金額もしくは

算 定方法に見直すこと。                           （継 続） 

（１）給与所得控除額を見直し、概算控除額を実額控除額に近づけること。 （継続一部修正）      

【理 由】   

本来、給与所得控除は必要経費の個別的認定が困難であるため概算経費控除を認めるべき、との

理由から設けられているものである。しかし、平成 26 年度税制改正以後、高額な給与所得者の控除

額に上限を設け、平成 30 年度税制改正では基礎控除へ振り替える意味で一律 10 万円 の減額が行

われ、その後令和７年改正で給与所得控除の最低保証額が引き上げられたがいずれも経費実額に照

らした見直しになっておらず、公平性を欠いている。この点、給与所得控除額全体を見直し、実額

控除額に近づけるべきである。給与所得控除額は全体的に経費実額より高く設定されていると考え

られるので、引き下げる方向での改定をするべきである。ただし、この見直しにおいて、仮に給与

所得控除額を引き下げる場合には、最低生活保障額の一部が給与所得控除に含まれていることを前

提にしたような低い水準にある基礎控除等の各種所得控除の見直しを行い、真に「課税の公平」を

実現できるよう所得課税全般にわたる再構築が必要であると考える。 同時に、給与所得控除額以上

に実額経費を支出した給与所得者への手当として、給与所得者の特定支出控除制度について、給与
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支払者の証明を廃止するなど、制度の手続きを簡素化し、利用を促進すべきである。（所法 28、所

令 167 の３～167 の５） 

 

（２）公的年金等控除額の抜本的な見直しを図ること。              （継 続） 

【理 由】 

  社会保障費が増大する一方で、担税力があると見受けられる高齢者に対しても、少なからぬ公的

年金等控除額の控除が認められており、年金収入が増えるほど公的年金等控除額も増える点が問題

と考える。最近では、働きながら年金を受給する高齢者も増えてきており、その場合、公的年金等

控除と給与所得控除の両方を享受している。また、不動産所得や事業所得のある年金受給者も多数

みられる。現行制度では、これらの者についても、公的年金等控除が受けられ、担税力の観点から

問題がある。 

給与所得と異なり、公的年金収入に対応する必要経費がないことからみれば、公的年金等控除は

単なる負担調整を目的としたものであると解される。加えて、年金保険料の拠出時 は、その全額に

ついて社会保険料控除を適用し、年金の受給時に公的年金等控除を適用することは二重控除とみる

ことができる。  

平成 30 年度税制改正により令和２年度分以降の公的年金控除額が引き下げられたが、さらに相

当程度の縮減を行うこととし、今後の社会保障制度の動向を踏まえつつ、将来的には廃止を含めた

抜本的な見直しを図るべきである。（所法 35④、措法 41 の 15 の３） 

 

２．年少扶養控除を復活させ、高校生年代の扶養控除を維持すること。   （継続一部修正） 

【理 由】  
子ども手当制度（現行は所得制限ありの児童手当に改組）は、厚生労働省『子ども手当について

の１問１答』によれば、「次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援し、家計の収

入の如何にかかわらず確実に支給されるよう所得制限を設けない」との理念にもとづき、平成 22 年

４月に導入された。制度導入当初は、所得制限なしに一律子ども一人につき月額 13,000 円が支給さ

れ、それにともない年少扶養控除が廃止された。しかし、その後の制度変更により一定の所得以上

の納税者には児童手当が支給されない場合もあり、公平な制度ではなくなっている。 

令和５年 12 月に政府の掲げる「異次元の少子化対策」、とりわけ児童手当の拡充により高校生年

代までの支給を閣議決定し、これを受けて令和６年度税制改正により、高校生年代の扶養控除を廃

し、特定扶養控除額をこれに代えるという実質上、所得控除額の減額がなされた。しかしながら当

該年代の子供の養育・教育等の生活費負担は大きいことから、「異次元の少子化対策」であれば少な

くとも従来の制度を維持すべきであり、年少扶養控除も復活すべきである。 

子育て世代の支援を重視する立場から担税力を配慮し、被扶養親族に対する基礎的控除額は、制

度の簡素化と課税の公平性の確保の両面から、一律の金額設定とすることが国民の理解を得やすく、

政策的にも望ましい。 

なお、所得控除について抜本的な改正が行われる際には、上記の問題点についても十分に配慮す

べきである。 
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３．医療費控除を簡素化すること。                    （継続一部修正） 

【理 由】 

現状の医療費控除は、政令・施行規則及び通達での規定が多く、控除の対象となるか否かの判断

が困難である。加えて、平成 28 年度税制改正において、セルフメディケーション税制が導入され、

さらに複雑な制度となっている。 

高齢化が進み、高齢者の確定申告頻度が高くなっているなか、医療費控除制度が過度の負担とな

っているため、誰もが迷うことのない簡素な仕組みを構築すべきである。自由診療の費用のうち医

療費控除の対象となる金額について客観的に判別できる仕組みも必要である。 

なお、本来的には医療保険等の制度により完結させるべきである。（所法 73、措法 41 の 17） 

 

４．担税力を喪失した事実に対しては、損益通算・損失の繰越等を通じて適切に手当すること。      

（継 続） 

（１）土地建物等の譲渡益について、事業所得等の損失との損益通算及び純損失の繰越控除を適

用すること。                               （継 続） 

【理 由】 

損益通算制度は、所得の種類を問わず適正な担税力に応じて課税するという課税原則の基本理念

を実現するための制度である。ことに、土地建物等の譲渡益と事業所得等の損失について損益通算

及び純損失の繰越控除を認めないことは、担税力を失った部分に対しても課税することになり、所

得課税の基本である「応能負担原則」に著しく反する。 

事業所得等が損失である場合に行われる土地建物等の譲渡はその損失額の補填のために行われ

るものが多く、これらの所得を互いに無関係に取り扱うことは、法人企業と個人企業との間に課税

上の不公平を生じさせている。（所法69、70、措法31、32） 

 

（２）不動産所得にかかる損益通算の特例を廃止すること。             （継 続） 

【理 由】 

この特例はかつて地価の著しい高騰時に対応すべく設けられた措置（平成４年分以後）であり、

現在のような地価の状況を考えれば不要な規定である。また法人税においては、平成10年度税制改

正によって、新規取得土地等にかかる負債利子の課税の特例が廃止されており、これとの整合性を

保つためにもこの制度は廃止すべきである。(措法41の４) 

 

（３）青色申告書を提出した年分の純損失及び災害損失に基因する白色申告の純損失の繰越控除

期間を短くとも７年に延長すること。                   （継 続） 

【理 由】 

令和５年度税制改正により、特定非常災害の損失等に係る繰越控除期間が５年に延長された。し

かし、暦年単位課税は課税技術上の便宜的なものであり、事業自体の継続性からみれば、災害の発

生に係わらず、本来利益金額と損失金額は通算されるべきものである。したがって、純損失の繰越

控除期間については本来制限を設けるべきではない。 
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また、近年特定非常災害以外の災害においても甚大な被害が発生しており、特定非常災害の指定

や損失の割合により繰越控除期間に差異を設けることは、被害を受けた納税者の損失の実態を反映

しておらず、簡素な制度ともいえない。 
そのため青色申告による純損失及び災害損失に基因する白色申告の純損失については、繰越控除

期間を帳簿書類等の保存期間が７年であること等を踏まえ、短くとも７年に延長すべきである。（所

法 70） 
 

（４）災害により生じた損失の所得控除順序の見直し及び雑損失の繰越控除期間を 7 年に延長す

ること。                               （継 続） 

【理 由】 

近年地震や異常気象に伴う大規模災害による被害が増加しており、その被害額は多額で、復旧ま

でに相当の期間を要するが、現行の所得控除の順序では、複数年に渡る担税力の減殺を配慮する効

果が最大限に発揮できていない。 
災害による損失は自らの意思によるものではなく、単なる家事費としての性格とは異なることか

ら、被害を受けた納税者と損失を被っていない納税者との担税力の差に応じた課税の公平及び被害

を受けた納税者の救済を図るため、雑損控除以外の所得控除から優先して控除を行い、雑損控除に

ついては最後に控除するべきである。 
また、災害により甚大な被害を受けた場合、その後の所得は減少することも多く、短期間で被災

前の生活に戻ることは非常に困難である。従って、災害により生じた雑損失については、繰越控除

期間を７年に延長して被害者の救済を図ることが必要である。（所法 71、所法 72、所法 87、所令

204） 

 

（５）居住用財産の譲渡損失及び繰越控除の特例について、買換要件及び借入要件を撤廃するこ

と。                                   （継 続） 

【理 由】 

居住用財産の譲渡損失は、個人の生活に必要な資産の価値の損失であり、最低限の担税力を担保

するには、損益通算及び繰越控除の適用対象となるべきものである。また、担税力は、買換資産の

有無あるいは借入金の有無によって影響を受けるものではない。(措法 41 の５、41 の５の２) 

 

（６）上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除期間を延長すること。          （継 続） 

【理 由】 

その年の前年以前３年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の

上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除される。更正

期間が５年とされていることを考慮すると、譲渡損失の繰越期間をその年の前年以前３年内から５

年内に延長するべきである。(措法 37 の 12 の２) 

 

５．青色事業専従者給与の必要経費算入の規定を適用するに当たり、形式的要件のうち従事期間

要件を廃止すること。                        （継続一部修正） 

【理 由】 
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青色事業専従者と一般の労働者が受ける労務の対価の経済的性質はなんら変わるところはない。

しかし、所得税法では青色専従者給与に関して、６月若しくは従事可能期間の二分の一を超えるこ

とを必要経費算入の形式的要件としている。近年、働き方が多様化し、副業・兼業が一般化してい

く中で、現行制度は働き方の選択の自由を阻害するものになっている。また、事業繁忙期にのみ専

従者を必要とするような場合に、従事期間の要件により青色専従者給与が認められない可能性もあ

る。専従とは、「家族間の相互扶助」でなく、雇用類似の関係であると考えられ、専従の判定は従事

期間中の状態で判断できれば十分であり、青色事業専従者についてのみ従事期間要件を設けること

は著しく公平性を欠くものであり、見直すべきである。（所法 37、56、57、所令 165①） 

 

６．年の中途で死亡した場合の所得税の確定申告（準確定申告）の申告期限及び青色申告承認申

請等の提出期限を相続税の申告期限とすること。              （継 続）      

【理 由】 

年の中途で死亡した場合の所得税の確定申告（準確定申告）の申告期限は死亡した日から４月以

内となっている。準確定申告の申告期限内においては分割協議前で所得の把握が困難であることも

多いことに配慮し、準確定申告の申告期限を相続税の申告期限に合わせるべきである。（所法 124、

125） 

また、その際、被相続人の事業を承継した場合の青色申告承認申請書等の提出期限も同様に相続

税の申告期限とすべきである。（所法 144、147） 

 

７．給与所得の源泉所得税等の 12 月支給分の納付期限について、翌年１月末とすること。また、源

泉所得税の納期の特例を受ける所得税等の納期限について、１月 20 日、７月 10 日の納期限を

それぞれ１月末日、７月末日とすること。                  （継 続） 

【理 由】 

年末年始においては、休日を挟むこと、年末調整を含めた事務の繁忙期であることなどから、翌

年１月 10 日までの事務処理は事業者の負担が大きい。働き方改革の推進及び法定調書、給与支払報

告書、償却資産申告書の提出期限と平仄を合わせるためにも納付期限を１月末とすべきである。 

また、７月 10 日の納期限についても、同日が労働保険年度更新の申告及び健康保険等の被保険者

報酬月額算定基礎届の期限であり、事務処理が集中する。そのため事業者の負担が大きいことから、

７月末とすることが望ましい。 

さらに、郵便の翌日配達が廃止及び土曜日の配達休止により企業等間の納付書の送交付に日数を

要していることからも納期限を 1 月末、７月末とすることが望ましい。（所法 183①） 

 

８．基礎控除申告書を廃止すること。                   （継続一部修正） 

【理 由】 

現行の基礎控除は、合計所得金額の多寡によって段階的に控除額が逓減し、合計所得金額が

2,500 万円を超える場合に適用できないこととされている。このような基礎控除額が減額される

対象者、つまり合計所得金額 2,400 万円を超える給与所得者は少ない。にもかかわらず、給与所

得者全員が基礎控除申告書を作成するのは、給与所得者及び年末調整事務担当者に大きな負担と

なっている。 
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また、基礎控除が減額される対象者は、原則、確定申告義務者である。前述の事務負担を考え

ると、年末調整で処理するのではなく、確定申告の段階で基礎控除額の減額を行うべきである。

（所法 195 の３） 

 

９．所得税の確定申告の提出期間を３月１日から３月 31 日までとすること。   （継 続）       

【理 由】 

所得計算や消費税の計算が複雑化しているため、現行の所得税の確定申告期間である２月 16 日

から３月 15 日では、資料収集、整理、計算を完了させるには十分な期間とは言えない。特に消費税

申告においては、インボイス制度が施行されたことにより、より複雑な計算整理を余儀なくされ、

事務負担が増加したとの声が多く上がっている。 

納税者の事務負担の軽減を考慮し、正確な申告納税に資するため、所得税の確定申告の提出期間

を３月１日から３月 31 日までとすべきである。（所法 120①） 

 

10．将来的な年末調整制度の廃止に向け、「記入済み申告制度」の導入を検討すること。          

（継 続） 

【理 由】 

「記入済み申告制度」とは、雇用主・金融機関等の第三者が納税者本人の情報を税務当局へ事

前に報告を行い、納税者は確定申告に際し税務当局へアクセスし記載内容の確認修正等をすること

で簡易に確定申告書の提出ができるという制度である。 

この制度の導入により、税務当局の業務効率化等の効果が得られるだけではなく、将来的に

は、例えば「年末調整制度を廃止し、納税者はすべて自ら確定申告を行う」といった形で自主申告

制度を普及促進させる仕組みを構築する足がかりとなることが期待される。また、年末調整の廃止

は、見積所得による扶養控除等の是正処理の煩雑さや個人のプライバシーを尊重する観点からも進

めるべき課題である。 

 

11．財産債務調書の提出制度を廃止すること。                 （継 続） 

【理 由】 

財産債務調書提出制度は、平成 27 年度税制改正によって、従前の財産債務明細書より提出義務

者の範囲が縮小された。しかしながら、令和４年度税制改正により提出期限の変更がなされたもの

の確定申告義務者でないにもかかわらず、一定の所得金額以上かつ一定の価額以上の財産を有する

者に対して財産及び債務という個人情報の提出を求めている。現在、社会保障・税番号制度が整備

されていることも考慮すれば、提出制度自体を廃止すべきである。（内法６の２） 

 

12.外国為替証拠金取引（ＦＸ）に確定申告不要の特定口座の制度を設けること。             

（継続一部修正） 

【理 由】 

特定口座における上場株式等の譲渡による所得は、特定口座内源泉徴収を選択した場合には、

原則として確定申告は不要となっている。 これに対し、ＦＸの差金等決済により差益が生じた場

合には他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税及び復興特別所得税 15.315
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パーセント（他に地方税 5 パーセント） の税率で申告分離とされ、取り扱いが異なる。そこで、

ＦＸについても、上場株式等の譲渡同様の源泉徴収できる制度を創設することによって、適正な申

告及び納税者の負担軽減を図るべく、ＦＸにも確定申告不要の特定口座の制度を創設すべきであ

る。（措法 37 の 11 の３①） 

 

13.寄附金控除の制度を見直すこと。 

（１）地方公共団体に対する寄附金（ふるさと納税）の制度を見直すこと。 （継続一部修正） 

 【理 由】 

ふるさと納税については、現状において返礼品目的の行為が多くなっている。返礼品の金額上

限やポイント付与行為について総務省が規制をする事態になっていることでも明白である。金銭を

無償で提供するという寄附の定義から考えると、現状のふるさと納税は寄附と言えないものであ

る。そのため、ふるさと納税制度を廃止すべきという意見もあるが、地場産業への寄与という側面

から、廃止ではなく縮小すべきである。 

さらに、ふるさと納税については高額所得者に大きな恩恵を与え、低所得者には恩恵がないた

め、寄附金額の上限をさらに引き下げるべきである。（所法 78） 

 

（２）政治活動に関する寄附金控除、同選択適用である特別控除を廃止すること。 

                                   （継続一部修正） 

【理 由】 

政治活動に関する寄附金については、文字通り支持すべき政治活動等へ無償でするべきであ

る。寄附金控除等により寄附をした本人の税が軽減され、結果として政党等への寄附金の一部を国

庫が負担していることになる。また、政治家が自ら所属する又は主宰する政党・政治団体へ寄附し

た場合にも、この規定が適用されるため、自らの所得税を不当に回避できてしまう。そのため政治

活動に関する寄附金については、都道府県連のように行政区画を単位として設けられている政党支

部等への寄付も含め寄附金控除および特別控除を廃止すべきである。（所法 78、措法 41 の 18 の

１） 

 

14．被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除（3,000 万円）の要件の一つ譲渡する期間に 

ついて被相続人の死亡してからの譲渡日の期限を５年経過する日の属する 12 月 31 日までと 

し、2 年間延長すること。                         （新 規） 

【理 由】 

元々生前の居住用資産の譲渡期間は 3 年を経過する 12 月 31 日まである。この被相続人の居住

用財産の譲渡所得の特例については、相続の手続きが入ること（遺産分割協議）、事前に譲渡する

ことを考えることが少ないことから通常より譲渡するまでの期間がかかることから２年間延長し、

５年を経過する日の属する 12 月 31 日まで延長して空き家の発生を抑制することが必要である。

（措法 35③） 
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四 法人税関係 

 

１．職務執行の対価である役員報酬については、当然に損金算入が認められるべきであることか

ら、その損金算入要件を緩和すること。                 （継 続） 

（１）役員給与の損金不算入規定を見直すこと。              （継 続）       

【理 由】 

会社法では、役員給与は職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益とされている。役

員に対する相当な職務執行の対価は法人の収益を得るための必要経費であるので、法人税法におい

ても、役員給与は原則として損金算入とすべきである。その上で、損金不算入となる役員給与を規

定すべきである。（法法 34） 

 

（２）「定期同額給与」の定義を明確にすること。              （継 続） 

【理 由】 

「定期同額給与」は、損金算入される通常の月額役員給与の範囲を表す概念であり、役員給与

の法人税法上での取扱いを左右する極めて重要な要件としての位置付けを有する。しかし、この

「定期同額給与」について、条文上の文言からは予想もできない解釈・取扱いが課税庁から公表さ

れている。このことは、当該規定及び文言自体に不備があることの表れである。とりわけ近年の経

済状況下では、経営状態に応じて迅速に役員報酬減額に応じる必要が考えられるが、損金算入が是

認される減額理由について法人税基本通達での具体的な取扱いが十分に整備されているとは言え

ず、税制としては不十分である。さらに、法人設立第一期目に「定期同額給与」を期首に設定する

ことも困難である。したがって「定期同額給与」を企業実態に即した柔軟な概念に改め、その上で

これに含まれないケースを限定的に列挙し、解釈の違いによる実務上の混乱を生じさせないように

配慮した明瞭な規定にすべきである。（法法 34①一） 

 

（３）定期給与を支給しない役員に対して支給する「事前確定届出給与」について届出要件を

緩和すること。                           （継 続） 

【理 由】 

定期給与を支給しない役員に対して支給する給与で所定の時期に確定額を支給する旨の定めに

基づくものは、同族会社以外の法人は事前の届出を要さずに損金算入となる。しかしながら、この

給与について、同族会社とそれ以外の法人を区別した取扱いとする根拠は明らかではない。 

特に、対象となる役員が当該会社の同族関係者でない場合や、継続して同じ役員に同額が支給

されている場合は、届出を要件とするまでもなく損金算入すべきである。（法法 34①二） 

 

２．交際費等の損金不算入制度を廃止すること。                        （継 続） 

【理 由】 

交際費等はそもそも企業が収益を上げるために、その費用として支出されるものであり、企業

運営上の必要経費である。交際費課税が始まった昭和 29 年以前は過度の接待、飲食等に対する社

会的モラルが問題となり冗費を抑制して企業の内部留保の充実と体質強化を図る必要が求められた

経緯がある。 
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しかし、今日においては不必要な支出は企業自身が抑制する傾向にあることからその意義は薄

くなっており、交際費等の損金不算入制度を廃止すべきである。（措法 61 の４） 

 

３．貸倒引当金の繰入について貸倒れのリスクが高い債権について損金算入を認めること。 

（継 続） 

【理 由】 

企業会計原則において、将来の貸倒損失の発生に備えた合理的な会計処理として認められてい

る。税法においても、貸倒れリスクが高い債権は発生の可能性が高いため、適用対象法人を限定す

ることなく、貸倒引当金の繰入について損金算入を認めるべきである。（法法 52） 

 

４．欠損金の繰越控除額を制限しないこと。                  （継 続） 

【理 由】 

欠損金の繰越控除制度は、法人の資本の維持及び担税力を考慮すれば、全額控除することが必

要であり、資本金額や所得金額をもとに控除限度額を設けることは、担税力を超えて課税すること

になり、租税制度を歪めることになる。（法法 57） 

 

５．特定同族会社の留保金課税は廃止すること。                （継 続） 

【理 由】 

留保金課税制度は、個人企業と同族会社との間の負担の公平を図るため創設されている。しか

しながら平成 19 年度改正により、資本金又は出資金の額が１億円以下の特定同族会社が適用対象

から除かれることになったため、この制度の適用範囲は著しく狭まっているのが現状である。さら

に、経済環境の変化が著しい状況を鑑み、内部留保による財務体質の強化を支援する観点からも留

保金課税の完全なる廃止を求める。（法法 67） 

 

６．法人税の申告期限及び納期限を決算日後、3 月以内とすること。       （継 続） 

【理 由】 

法人税は、確定した決算に基づき課税所得が計算されるため定時株主総会が終了してはじめて税

額が確定することになる。これに対応すべく、申告期限の延長が認められてはいるが、見込納付が

求められ、その後、確定税額との差額の調整も必要となることが、手続きを複雑化させている。 

法人税の申告及び納期限を会社法で定める 3 ヶ月以内とすることにより、調整計算が不要となるこ

とから、期限の 1 月延長をすべきである。（法法 74、75） 

 

五 相続税・贈与税関係 

 

１．相続税の連帯納付義務を廃止すること。                   （継 続） 

【理 由】 

各人の負担する相続税額は取得した遺産の額に応じて算出されており、相続人としての納税は完

了しているにもかかわらず、他の共同相続人の事情により完納できない場合、納税を完了している

相続人に連帯納付義務が課せられるのは連帯納付義務者にとって予期しえない場合が多く、法的安
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定性を欠くこととなる。また、平成24年度改正により延納や納税猶予の適用を受けた場合の当該税

額に係る連帯納付義務は解除されることになったが、それ以外については申告期限等から５年を経

過しないと連帯納付義務が解除されず、依然として５年間にわたって不安定な状態が継続すること

になる。 

さらに、相続時精算課税の適用を受けている共同相続人がいる場合には、相続開始時までに当該

贈与財産を費消もしくは災害等で消失することもあるので、他の相続人に過度の税負担を強いるこ

とにもなりかねない。 

また、贈与税についても相続税法34条4項に「連帯納付の責に任ずる」とされており、相続税と同

様の措置を求める。（相法34） 

 

２.相続税の申告期限を現行の 10 ヶ月から１年とすること。         （継続一部修正） 

【理 由】 

相続税の申告においては、基礎控除の引き下げにより課税対象となる被相続人数が増加傾向であ

ることに加えて、海外資産の有無や令和６年より改正となった生前贈与の規定、その他申告に必要

な事項の確認等に、より一層の時間を要することが予想される。そのうえ、遺産分割協議が調うま

でに相当の期間を要する場合もあり、現行の 10 ヶ月以内では申告期限として充分といえない。 

また、納税者にとって相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 ヶ月以内という期限は、

容易に把握し難く認識が曖昧となりやすい。 

納税者の利便性向上及び申告期限を容易に把握するためにも、相続税の申告期限を１年以内とす

べきである。(相法 27) 

 

３．取引相場のない株式の財産評価については次の通り改正すること。      （継 続） 

（１）取引相場のない株式の財産評価において同族関係者の範囲を見直すこと。（継 続） 

【理 由】 

取引相場のない株式の財産評価における同族関係者の範囲は、民法第 725 条の親族の範囲がその

まま用いられている。しかし、民法制定当時と比べると昨今の社会情勢では、血縁による結束や交

流は希薄になってきているので見直すことが適切である。そこで、同族関係者の範囲を「納税義務

者並びにその配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族」に限定すべきである。（相法 22） 

 

（２）取引相場のない株式の評価において、純資産価額で評価する場合に取引価額で評価する

特例を廃止すること。                        （継 続） 

【理 由】 

旧租税特別措置法第69条の４において、相続等によって取得した土地等又は建物等で相続開始前

３年以内に取得したものについては、路線価によって評価するのではなく、これらの資産の課税時

期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する、という規定が平成８年度の税制改正

で廃止された。しかし、取引相場のない株式の評価において、純資産価額での計算上、評価会社が

相続開始前３年以内に取得した土地等・建物等については、依然として通常の取引価額に相当する

金額で評価することになっている。よって、平成８年の税制改正との整合性を図るためにも廃止す

べきである。（評基通185） 
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４．事業承継に係る株式評価額の減額制度を導入すること。            （継 続） 

【理 由】 

中小企業者の事業承継は喫緊の課題であり、日本経済に与える影響は非常に大きく、この事業承

継問題に対処すべく事業承継税制が創設された。しかし、現行の制度はその手続きが繁多であるな

ど様々な問題がある。円滑な事業承継を行うため、中小企業やわが国の伝統的な産業を守るために

も株式の評価額そのものについて、例えば「特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特

例」、「相続税法第26条立木評価」や「小規模宅地等の特例」のようにあるいは会社規模（大中小）

に応じた段階的な減額割合を創設する等、評価額の減額制度を導入すべきである。 

 

５．小規模宅地等の特例について、要件を一部緩和すること。          （継 続） 

（１）特定事業用宅地等について、相続人が事業を生前に承継していた場合に、生計一要件を排

除すること。                              （継 続） 

【理 由】 

個人事業を生前に承継している場合、その後継者である相続人が被相続人と生計を一にしてい

なければ特例の適用はない。事業承継が生前か相続かにより取り扱いが異なり、公平な制度とは

いえないことから、生計一の要件は除くべきである。（措法 69 の４） 

 

（２）特定居住用宅地等について、被相続人が生前に老人ホーム等に入居したことによって空き家

になった家屋に、居住用家屋を所有しない相続人が居住した場合の特例を適用すること。       

（継 続） 

【理 由】 

配偶者がおらず一人暮らしであった被相続人が生前に老人ホーム等に入居した後に、空き家に

なった自宅に、持ち家がなく賃貸物件に居住していた相続人が居住しても、要件を満たさず、適

用がない。相続人が居住し取得した場合は適用とすべきである。（措法 69 の４） 

 

（３）特定居住用宅地等について、持ち家に居住していない相続人の要件の「その親族の３親

等内の親族」を「直系血族」に抑えること。              （継 続） 

  【理 由】 

「３等内の親族」では、対象範囲が広くなり、相続権の全く及ばない者（配偶者の祖父母や配

偶者の兄弟やその甥姪等）も含まれている。親族関係が著しく希薄化している昨今、実情にそぐわ

ないため「３親等内の親族」ではなく「直系血族」に改めるべきである。（措法 69 の４） 

 

（４）特定居住用宅地等について、被相続人と生計を一にしていなかった被相続人の親族につ

いても適用すること。                           （新 規） 

【理 由】 

現行制度では居住用宅地については、「被相続人と生計を一にしていた親族」に限定して適用

される仕組みとなっているが、実務上は生計を共にしていなかった相続人であっても、生活費

を負担していた事例は少なくない。こうした場合「生計同一要件」を満たさない為に特例の適

用が認められず、結果として本来の制度趣旨である「生活基盤の維持」が阻害される可能性が
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ある。また、被相続人に実質的に寄与していた相続人の多くが排除されることから、租税公平

主義の観点からも課題があるといえる。 

 したがって、形式的な「生計一」の有無とらわれず、被相続人の居住への実質的な関与・貢献を

要件として加味する方向で検討すべきである。（措法 69 の４） 

 

６．相続開始前７年以内に贈与があった場合の相続税額の計算において、「暦年贈与」について

も基礎控除額を控除した残額を相続財産への加算額とすること。       （継 続） 

【理由】 

相続開始前７年以内に贈与があった場合の相続税額の計算において､いわゆる「暦年贈与」につい

ては相続財産に加算され、税制改正によって延長された４年間に関しては加算額から 100 万円を控

除することとなったが、「相続時精算課税」を適用した場合には、相続財産への加算額は毎年基礎控

除額（110 万円）を控除した額となった。 

贈与税の課税方法の選択により、相続財産に加算する額が異なるのは､公平な制度であるとは言

えないため、「暦年贈与」の相続財産への加算額を「相続時精算課税」と一致させるべきである。 

（相法 19、措法 70 の３の２） 

 

７．非上場株式等の納税猶予についても、農地等の納税猶予と同様に一定期間の事業継続による

免除の規定を設ける。 

（新 規） 

【理 由】 

これまでの我が国の経済基盤の強さは中小企業の裾野の広さによって支えられてきたことは言

うまでもなく、中小企業数の減少が我が国の経済に与える影響は甚大なものである。企業数減少

に歯止めをかけるためにも、事業承継税制が広く一般的に使われるようになることは重要となっ

てくる。しかしながら現状では事業承継税制がなかなか採用されづらい状況があり、その原因の

一つは後継者が長期間にわたり猶予された税額を支払うリスクを負うことが挙げられる。 

そこで農地等の納税猶予のように、一定期間株式を保有し事業を継続した場合に免除する規定

を設けることで、後継者の負担を減らし事業承継税制が利用されやすい体制を構築するべきであ

る。（措法 70 の７） 

 

六 消費税関係 

 

１.消費税法上、選択可能な各種特例制度の規定について、選択後２年間の継続適用を廃止するこ

と。                                    （継 続） 

【理 由】 

 消費税法における課税事業者の選択、課税期間の特例の選択、簡易課税の選択、一括比例配分方

式による計算の選択の各規定については、２年間継続して適用することとされている。しかし、消

費税は課税期間ごとに計算するものであるから、２年間の継続適用を強いることは不合理であるた

め、２年間の継続適用を廃止すべきである。（消法９⑥、19⑤、30⑤、37⑥） 
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２．少額特例の適用対象者を全ての課税事業者とし、１万円未満の課税仕入れについては期間を設

けず、適格請求書の保存を要しないこととすること。              (継 続) 

【理 由】 

一定規模以下である事業者が、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの間に国内にお

いて行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）が１万円未満である

場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除

の適用を受けることができる経過措置（少額特例）が設けられている。 

適格請求書の確認作業は、事業者の規模にかかわらず膨大な事務負担がかかる。すべての課税事

業者について事務負担の簡素化の観点から、期間を設けず適用を受けることができるようにすべき

である。（28年改正法附則53の２、改正令附則24の２①） 

 

３．調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の判定の特例及び簡易課税制度選択届出書の提

出制限規定を廃止すること。                       （継 続） 

【理 由】 

「調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の判定の特例」及び「調整対象固定資産を取得

した場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限規定」だけでは、いわゆる「消費税逃れ」を排除し

きれないため、平成 28 年度税制改正により、「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等

の特例制度」及び「高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限規定」が導

入された。 

両制度は、同様の趣旨・目的に基づいて設置されたものであるが、調整対象固定資産制度は、

適用対象資産の金額基準が低い水準（100 万円）とされており、「消費税逃れ」を意図していない

納税者にまで対象範囲が及ぶことが多く、実務上は排除効果よりも弊害の方が多いものと見受けら

れる。「消費税逃れ」は高額特定資産制度で効果的に抑止されており、調整対象固定資産を取得し

た場合の納税義務の判定の特例及び簡易課税制度選択届出書の提出制限規定は廃止すべきである。 

（消法９⑦、12 の４、37③） 

 

４．居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整の規定につい 

て、その調整期間を延長すること。                     （継 続） 

【理 由】 

居住用賃貸建物を調整期間に課税賃貸用に供したとき又は他の者に譲渡したときは、一定の金

額をその課税期間の仕入れに係る消費税額に加算することとされている。 

しかしながら、居住用賃貸建物を調整期間後に課税賃貸用に供したとき又は他の者に譲渡した

ときは、消費税が課税される一方で居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額は全く控除されないこ

とになる。 

このような不合理を解消するために、第三年度の課税期間の末日までとされている調整期間を

延長すべきである。（消法 35 の２） 
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５．消費税の各種届出書について、申告書の期限と統一すること。          （継 続） 

【理 由】 

各税目の申告書及び申請書等については国税通則法第 10 条第２項の適用を受けて、その提出期

限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当た

るときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされるが、「課税事業者選択届出書」・「課税事

業者選択不適用届出書」・「課税期間特例選択届出書」・「課税期間特例選択不適用届出書」・「簡易課

税制度選択届出書」・「簡易課税制度選択不適用届出書」については当該規定の適用外となっている。 

消費税の各種特例の選択については納税者に与える影響が多大であるため、納税者保護の観点か

ら、上記、消費税の各種届出書についても申告書の提出期限と統一させるべきである。（消法９④、

⑧、19②、④、37①、⑤、通法 10②） 

 

６．非課税取引の範囲の見直しを行うこと。       （継 続） 

【理 由】 

資産の譲渡等のうち、特別の政策的配慮から非課税と定められている取引がある。しかしなが

ら、これら取引に携わる事業者は最終消費者でないにもかかわらず仕入等に係る消費税を負担し

ており、税率の引き上げや高額な設備投資を行った場合は、事業者負担が顕著となる。そこで特別

の政策的配慮から非課税とされる取引を縮小の方向で見直すべきである。 
また、非課税とされている取引の中には、その取引価格に消費税相当額を転嫁することが常態化

しているものが存在する。このような取引については消費者の負担軽減という当初の目的が実現さ

れていないため、標準税率による課税取引とすべきである。 

 

７．相続人が提出する相続発生日の属する課税期間に係る消費税の各種選択届出書の提出期限を、 

消費税確定申告書の提出期限まで延長すること。                (継 続) 

【理 由】 

現行、相続により事業を承継した相続人が提出する課税事業者選択届出書及び簡易課税制度選択

届出書の提出期限は相続のあった年の 12 月 31 日とされているが、相続開始の時期によっては提出

が困難となる場合がある。 

よって、相続人による消費税の各種選択届出書の提出期限について、消費税確定申告書の提出期

限（相続のあった年の翌年３月 31 日）まで延長すべきである。（消法９④、37①、消令 20①二、56

①二） 

 

七 地方税関係 

 

１.法人事業税の外形標準課税制度について、資本金１億円以下の中小法人には適用しないこと。 

（継 続）  

【理 由】 

外形標準課税制度は、地方自治体税収の安定的な確保、応益負担課税の明確化、税負担の公平性

の確保などを目的として導入された。 
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外形標準課税制度は、資本金が１億円を超える法人だけを対象として導入されたが、今後、資本

金１億円以下の中小企業に対しても適用を拡げることが検討されている。 

しかし、適用が拡大された場合、外形標準課税には賃金課税的要素もあり、一般的に人件費比率

の高いといわれている中小企業の経営を圧迫し、雇用安定を阻害する可能性があるため、配慮が必

要であると考えられる。 

中小企業の置かれている厳しい経済状況から考えても外形標準課税の適用対象の拡大はすべき

ではない。（地法 72 の２①一） 

 

２．個人事業税の事業主控除額を法人役員の給与との平衡を考慮した水準とすること。 

（継続一部修正）  

【理 由】 

個人事業税の課税標準は所得から一定の事業主控除を控除した金額であり、法人事業税の課税標

準は代表者の報酬を損金算入した後の金額である。法人役員の平均給与額は国税庁「民間給与実態

統計調査（令和 6 年分）」によれば、１人あたり平均 761 万円であり、個人事業税の事業主控除額

290 万円との乖離が著しくその計算過程に公平性を欠いている。 
平成 11 年に現在の控除額に引き上げられたが、この乖離を解消するため、個人事業税の事業主控

除額を物価水準に勘案した法人役員の平均給与額と平衡のとれた水準に引き上げるべきである。（地

法 72 の 49 の 14） 

 

３．事業税における社会保険診療報酬の課税除外措置を廃止すること。       （継 続）  

【理 由】 

この特例措置の趣旨である国民皆保険制度は充実し、概ね達成されたと考えられる。 

この制度は本来社会保険政策の枠内で対処すべきものであり、税制において対処すべき性格のも

のではない。社会保険診療報酬の課税除外措置は、特定業種に対する優遇措置として残っているに

すぎない。税負担の公平の見地及び応能負担の原則からこれを廃止すべきである。（地法 72 の 23、

72 の 49 の 12） 

 

４．事業所税を廃止すること。                         （継 続） 

 【理 由】 

事業所税は、大都市における行政サービスと企業の受益関係を課税根拠としているが、適用対象

地域で事業を行う事業者とその隣接地域で事業を行う事業者との間に不公平が生じている。また、

事業者の経営状況や所得金額に関わらず課税されるため、担税力を無視した不合理な制度となって

いる。さらに、事業所税は事業所床面積及び従業者給与総額を課税標準としているため、固定資産

税及び法人事業税（外形標準課税）と重複した負担となっている。 
このように事業所税は不公平・不合理な課税となっているため、廃止すべきである。（地法 701 の

30） 
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５．償却資産にかかる固定資産税について、事業者の事務負担を考慮し所得税及び法人税の取扱い

に合わせること。                                                  

（１） 賦課期日を個人事業者は12月31日、法人はその決算日とし、申告期限を所得税及び法

人税と統一すること。                          （継 続） 

【理 由】  

現行、償却資産についての賦課期日は１月１日、申告期限は１月 31 日とされ、所得税及び法人税

の確定申告とは、別に計算して申告する必要があり、事業者に事務負担を強いている。事業者の事

務負担を軽減するため、償却資産について賦課期日を個人事業者は 12 月 31 日、法人はその決算日

とし、申告期限を所得税及び法人税の取扱いと統一すべきである。（地法 383） 
 

(２)  減価償却制度を国税の減価償却制度と同一の制度とすること。       （継 続） 

【理 由】  

実務上、償却資産の状況確認は決算時期に行われることが多く、かつ、償却方法の選択（普通償

却・一括償却資産処理・本法又は措置法上の少額減価償却資産処理）をすることになっている。こ

の選択により償却資産税の対象資産の範囲が変わること、償却方法等の違い(旧定率法及び残存価

額５%)があることなど、国税と償却資産税の減価償却制度で異なっており事業者の事務負担及び市

町村の申告内容の確認ともに負担となっている。 
そこで国税の減価償却制度(償却方法・残存価額１円)の取扱いと統一し、また、資産状況の把握

の点からも少額減価償却資産は対象資産から除外すべきである。(地法 341 の 1 四・地令 49・固定

資産税評価基準 第 3 章 償却資産 二～四、十) 

 

６．法人と個人の道府県民税均等割の不均衡を是正すること。            （継 続） 

【理 由】 

法人は、同一県内の異なる市町村に事務所または事業所を有していても同一県に対して一の道府

県民税の均等割が課税されるのみである。 
一方、個人が同一県内の異なる市町村（政令指定都市にあっては区）に住所、事務所、事業所又

は家屋敷を有する場合、その市町村ごとに重複して道府県民税の均等割が課税されている。 

したがって、法人と個人の道府県民税の均等割の不均衡を是正すべく法律を整備すべきである。

（地法 24） 

 

７．住民税の特別徴収について一定の場合には普通徴収との選択制にすること。      

（１）給与の支払を受ける者が常時 10 人未満である事務所等については特別徴収と普通徴収の

選択制にすること。                          （継 続） 

【理 由】 

給与所得にかかる住民税については特別徴収が原則とされている。特別徴収制度は地方自治体、

納税義務者の双方にメリットのある制度である。しかしながら、入退社や納付額に変更があった場

合における事務負担は、中小零細企業には過重となっている。このため、給与の支払いを受ける者

が常時 10 人未満である事務所等については、特別徴収と普通徴収の選択を認めるべきである。（地

法 321 の３、321 の４、321 の５の２） 
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（２）退職者の住民税について翌年１月１日以降に退職した場合でも普通徴収の選択を可能に

すること。                              （継 続） 

【理 由】  
給与所得者が１月１日から４月 30 日までに退職した場合には、再就職先で特別徴収を継続する

場合など一定の場合以外は、給与または退職手当等から一括徴収することとされている。また、徴

収を失念した場合には、事業所による誤納付のおそれもある。給与支払者の負担を考慮し、１月１

日以降に退職した場合にも普通徴収を選択することができるようにすべきである。（地 321 の５②） 

 

８．死亡した者又は出国により非居住者となった者はその年において住民税を課税すること。 

（継続一部修正） 

【理 由】 

住民税の課税方法は、原則としていわゆる「前年所得課税主義」であるが、例えば特別徴収を要

する退職所得の場合は、その退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の１月１日現在におけ

る住所地である都道府県又は市区町村が住民税を課する「現年所得課税主義」に基づくものとなっ

ている。このように同じ住民税であっても「現年所得課税主義」と「前年所得課税主義」の異なる

課税方法が採られるため、特に死亡した者又は出国して非居住者となった者のその年の所得につい

ては、所得の属性の違いによって課税されるものと課税されないものに分かれることとなり、ここ

に課税の不公平が生じているといえる。 
従って不公平を是正するために、死亡した者又は出国して非居住者となった場合においては、そ

の死亡又は出国した日を翌年の１月１日とみなして、その年の所得に対し住民税を課税するべきで

ある。なお、死亡した者については所得税の手続きに準じたものとし、出国により非居住者となっ

た者は出国までに申告及び納税するべきである。 

 

９．租税特別措置法の税額控除について、個人の住民税においても適用させること。  （継 続） 

【理 由】 

租税特別措置法の税額控除制度について、中小企業者等の場合と個人の場合では住民税の取扱い

が異なる。例えば、機械等を取得した場合の特別税額控除を選択した場合、その税額控除限度額が

法人税額又は所得税額から控除され、中小企業者等の場合は結果として特別税額控除後の法人税額

を課税標準とする法人住民税にその特別税額控除が反映されることになる。一方、個人の場合、何

らその特別税額控除が反映されずに個人住民税が計算されるため、中小企業者等と個人との間で不

公平が生じている。 

従って、租税特別措置法の特別税額控除の適用を受けた個人についても住民税においてその特別

税額控除額を反映出来るようにするべきである。る。（地法 23①四、32、292①四、313） 

 

10. 地方税における欠損金の繰戻還付制度を創設すること。           （継 続） 

【理 由】 
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地方税では、国税で認められる欠損金の繰戻還付が認められていない。よって法人税で繰戻還

付の適用を受けた場合、国税と地方税との間の課税標準の整合性が図られないこととなる。国税と

の整合性の観点から、地方税においても欠損金の繰戻還付制度を創設すべきである。 


